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○盛岡市自転車等駐車場条例施行規則 

昭和59年３月31日規則第11号 

改正 

平成12年３月30日規則第28号 

平成17年３月31日規則第37号 

平成22年８月30日規則第39号 

平成25年３月29日規則第19号 

平成26年３月26日規則第８号 

平成29年７月27日規則第34号 

盛岡市自転車等駐車場条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、盛岡市自転車等駐車場条例（昭和58年条例第24号。以下「条例」という。）

の規定に基づき、及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。 

（使用の手続等） 

第２条 自転車等駐車場（以下「駐車場」という。）を使用しようとする者は、自転車等を入場さ

せるときは、駐車整理券の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券又は回数駐車券に

より駐車場を使用しようとする者にあつては、自転車等を入場させるときは、定期駐車券又は回

数駐車券を提示しなければならない。 

２ 条例第６条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、当該自転車等を退場させ

るときは、所定の場所で職員に駐車整理券を提出しなければならない。ただし、定期駐車券又は

回数駐車券による駐車場の使用者にあつては、自転車等を退場させるときは、定期駐車券又は回

数駐車券を提示しなければならない。 

３ 使用者は、定期駐車券を他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。 

（定期駐車券の再交付） 

第３条 定期駐車券の交付を受けた者は、当該定期駐車券を破損し、又は紛失したときは、市長（地

方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」

という。）が管理する駐車場にあっては、指定管理者。次条において同じ。）にその再交付を申

請することができる。 

（長期の駐車の申出） 

第４条 条例第11条の長期の駐車の申出は、駐車場の使用の期間（定期駐車券による使用の期間を

除く。）が引き続き１週間を超えるときに、あらかじめ盛岡市駐車場長期使用申出書により行わ

なければならない。 

（命令に従わない場合の自転車等の撤去の猶予期間） 

第５条 条例第11条の規則で定める期間は、自転車等を撤去する旨の警告札を当該自転車等に取り



【資料４】 

2/4 

付けた日から起算して２週間とする。 

（身分証明書） 

第６条 条例第11条の規定に基づき自転車等の放置に対する措置を行う者は、その身分を示す証明

書（別記様式）を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（駐車場自転車等保管台帳） 

第７条 市長は、条例第11条の規定に基づき撤去し、保管した自転車等について、盛岡市駐車場自

転車等保管台帳を作成するものとする。 

（撤去した自転車等の告示） 

第８条 条例第12条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(１) 自転車等を撤去した年月日 

(２) 撤去した自転車等が放置されていた自転車等駐車場の名称 

(３) 撤去した自転車等の返還を行う場所及び期間 

（保管した自転車等の返還） 

第９条 市長は、条例第14条の規定による返還を行おうとするときは、盛岡市駐車場自転車等返還

通知書により保管した自転車等の所有者に対し通知するものとする。 

第10条 市長が保管した自転車等の返還を受けようとする者は、盛岡市駐車場自転車等返還請求・

受領書を市長に提出するとともに、次の各号のいずれかの物を提示しなければならない。 

(１) 運転免許証、健康保険証、学生証その他の自転車等の返還を受けようとする者の身元を確

認できる物 

(２) 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようとする自転車等の所有者であることが確認

できる物 

（指定管理者の指定の手続） 

第11条 条例第18条第１項の規定による申請をしようとするものは、盛岡市自転車等駐車場指定管

理者指定申請書に駐車場の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

２ 条例第18条第２項の規定による通知は、指定管理者として指定する場合にあつては盛岡市自転

車等駐車場指定管理者指定通知書により、指定管理者として指定しない場合にあつては盛岡市自

転車等駐車場指定管理者不指定通知書により行うものとする。 

（指定通知書等の掲示） 

第12条 指定管理者は、前条第２項の盛岡市自転車等駐車場指定管理者指定通知書又は指定管理者

の指定を受けている旨を駐車場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。 

（条例第20条第１項の市長が定める事項） 

第13条 条例第20条第１項の市長が定める事項は、次のとおりとする。 

(１) 指定管理者の代表者及び駐車場の長 
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(２) 指定管理者の指定に際し、当該指定管理者の必要な要件として市長が指定した事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか、指定管理者の指定に係る協定に定められた事項 

附 則 

この規則は、条例の施行の日（昭和59年４月１日）から施行する。 

附 則（平成12年規則第28号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年規則第37号抄） 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年規則第39号） 

この規則は、平成22年９月１日から施行する。 

附 則（平成25年規則第19号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年規則第８号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別記様式 身分証明書（第６条関係） 
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